
 

 

共 同 研 究 標 準 協 定 書（案） 

 

 

国土交通省国土技術政策総合研究所（以下「甲」という。）、一般社団法人日本鋼構造協会（以下
「乙１」という。）、公募機関▲（以下「乙▲」という。）（乙１から乙▲までを総称して以下「乙」
という。）は、次の各条項に従い、道路構造物の維持管理性向上のためのステンレス鉄筋の適用に
関する共同研究（以下「共同研究」という。）の実施について協定を締結する。 
 
（定 義） 
第 1 条 本共同研究協定書（以下「本協定書」という。）において、次に掲げる用語は次の定義に

よるものとする。 
一 「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

イ 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許権」という。）、実
用新案法（昭和３４年法律１２３号）に規定する実用新案権（以下「実用新案権」という。）、
意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、商標法
（昭和３４年法律第１２７号）に基づく商標権（以下「商標権」という）、半導体集積回路
の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）に規定する回路配置利用権（以下「回
路配置利用権」という。）、種苗法（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権（以下
「育成者権」という。）及び外国における上記各権利に相当する権利 

ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、
意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に基づく商標登録を受ける権利、半導体
集積回路の回路配置に関する法律第３条１項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受
ける権利、種苗法第３条に規定する品種登録を受ける地位及び外国に於ける上記各権利に
相当する権利 

ハ 著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定するプログラムの著作物及びデータベース
の著作物（以下「プログラム等」という。）の著作権並びに外国に於ける上記各権利に相当
する権利（以下「プログラム等の著作権」と総称する。） 

ニ イからハまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なもの
であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの（以下
「ノウハウ」という。）を使用する権利 

二 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものに

ついては考案、意匠権の対象となるものについては意匠の創作、回路配置利用権の対象とな

るものについては回路配置の創作、育成者権の対象となるものについては品種の育成、プロ

グラム等の著作権の対象となるものについてはプログラム等の創作並びにノウハウを使用す

る権利の対象となるものについては案出をいう。 

三 知的財産権の「実施」とは、特許法第２条第３項に規定する行為、実用新案法第２条第３項

に規定する行為、意匠法第２条第２項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する

法律第２条第３項に定める行為、種苗法第２条第５項に定める行為、著作権法第２条第１項

第１５号及び同項第１９号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 

四 「優先実施」とは、共同研究において発生し甲及び乙が共有する知的財産権又は甲に承継さ

れた知的財産権について、甲が乙又は乙の指定する者（以下「乙等」という。）以外には通常

実施権の実施の許諾を行わないことによる、独占的な実施をいう。 

五 「既存知的財産権」とは、共同研究以前に甲又は乙によって保有されていた知的財産権をい

う。 

六 「構成員」とは、共同研究に参加する各法人をいう。 

 

 

（共同研究の実施計画） 

第 2 条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。 

一 研 究 課 題 

  道路構造物の維持管理性向上のためのステンレス鉄筋の適用に関する共同研究 

二 研 究 目 的 



コンクリート構造物の耐久性の確保にあたっては、内部の鉄筋を腐食させないことが重要

となる。鉄筋には普通鋼が用いられるが、耐食性の高い材料による鉄筋を適用できれば、コン

クリート構造物の耐久性の向上が期待できる。 

耐食性の高い材料であり、かつ、JIS 規格が定められ、公的な品質の保証体系が確立してい

るステンレス鉄筋の活用が期待されるが、コストに課題があることから、コンクリート部材の

全ての鉄筋をステンレス鉄筋に置き換えることは現実的ではない。そこで、一つのコンクリー

ト部材の中で、特に耐久性の改善が必要な部位にステンレス鉄筋を、その他の部位では普通鉄

筋を併用することが考えられるが、異種金属接触腐食の対策や応力ひずみ関係の異なる鉄筋

が混在するときの部材の限界状態の評価法に課題があり、これらの鉄筋を混在させたコンク

リート部材の設計・施工法に標準的なものはない。 

本研究では、ライフサイクルコスト(LCC)を考えたときに、ステンレス鉄筋の部分的な使用

が有利となるユースケースを明らかにするとともに、有利と考えられる部材・部位において、

ステンレス鉄筋と普通鉄筋を併用するときの異種金属接触腐食対策、強度や変形性能の評価

方法を確立することを目的とする。 

 

三 研 究 内 容 

（１）基準類や既往研究の整理分析 

１）既往研究成果の収集分析 

２）ステンレス鉄筋に関する国内外の技術基準の整理分析 

３）技術的な課題の絞り込み 

（２）適用実績及び点検結果の分析 

１）適用実績の調査 

２）道路構造物のコンクリート部材の点検結果の分析 

３）ステンレス鉄筋と普通鉄筋の併用で LCC が優位となる部材や部位の選定 

（３）耐荷メカニズム発揮のための接合方法，構造細目の検討 

１）絶縁方法や適切な継手方法に関する検討 

２）異種金属接触腐食に関する耐久試験 

３）着目した併用構造に関する耐荷力実験及び解析 

（４）基準・マニュアル案の作成 

１）耐荷力式 

２）異種金属接触腐食対策・接合の仕様 

 

四 実 施 計 画 

研究項目、参加する研究員、費用、研究分担及び実施場所については、本協定書に附属する実

施計画のとおりとする。 

 

（共同研究の実施期間） 

第 3 条 共同研究の実施期間は、協定締結日から令和１０年３月３１日までとする。 

 

（実験施設の使用及び実験装置の持込み等） 

第 4 条 甲及び乙は、共同研究を行うに当たり必要と認めるときは、協議のうえ他の構成員（乙に

おいては、乙１から乙▲までのそれぞれの乙を含む。以下特段の定めをしない限り本協定におい

て同じとする。）の施設に実験装置を持ち込むこと又は他の構成員の実験施設を使用することが

できる。この場合、持ち込みに要する費用は、実験を実施する者が負担するものとする。 

 

（実施計画の変更） 

第 5 条 第 2 条第四号に規定する実施計画の内容のうち、参加する研究員に変更がある場合には、

速やかに、変更後の実施計画にて全ての構成員に通知するものとし、これ以外に変更がある場合

は、甲及び乙が協議のうえ変更するものとする。 

 

（共同研究の中止） 

第 6 条 甲又は乙は、共同研究の実施期間中において業務の都合上又は天災地変その他やむを得な

い理由が生じた場合、協議のうえ共同研究を中止することができる。 



 

（災害時の取扱い） 

第 7 条 甲又は乙に属する研究員が共同研究の実施に関して被った災害の補償については、当該研

究員の属する構成員が負担するものとする。 

 

（共同研究の管理） 

第 8 条 共同研究は、甲が総括的に管理する。 

 

（実施状況の報告） 

第 9 条 甲及び乙は、それぞれの研究の実施状況を互いに報告するものとする。 

 

（ノウハウの指定） 

第 10 条 甲及び乙は、協議の上、共同研究の結果得た技術上の成果（以下「研究成果」という。）

のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。 

２ ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 

３ 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、共同研究の実施期

間満了の翌日から起算して５年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議

の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 

 

（共同出願） 

第 11 条 甲又は乙に属する研究員が共同研究の結果、共同して発明等（以下「共同発明等」とい

う。）を行い、当該発明等に係る出願を行おうとするときは、当該発明等を行った研究員の属す

る構成員（以下「共有権者」という。）が共同出願を行うものとする。ただし、全ての共有権者の

同意を得たときはこの限りでない。なお、事前に全ての構成員へ発明の要約を以て通知し、同意

を得るものとする。また、当該通知を受けた構成員から異議の申し出を受けた場合は、当該構成

員と協議の上、必要な対応を行う。 

２ 前項の共同出願を行おうとするときは、共同発明等に係る知的財産権の持分について共有権者

が協議のうえ、共同出願契約を締結するものとする。 

 

（単独出願） 

第 12 条 甲又は乙に属する研究員が共同研究の結果独自に発明等を行い、当該発明等に係る出願を

行おうとするときは、当該発明等を行った研究員の属する構成員が行うものとする。ただし、事

前に全ての構成員へ発明の要約を以て通知し、同意を得るものとする。当該通知を受けた構成員

から異議の申し出を受けた場合は、当該構成員と協議の上、必要な対応を行う。 

 

（譲渡） 

第 13 条 第 11 条及び第 12 条に関わらず、甲又は乙は、自己が持分を有する知的財産権について出

願を希望せず、かつ、他の構成員が当該知的財産権又は持分の譲渡を希望する場合には、当該構

成員と条件について協議するものとする。譲渡に同意する場合には、当該構成員の出願に支障が

生じないよう協力するものとする。 

 

（共有知的財産権の実施） 

第 14 条 甲は、研究成果に係る発明等について、甲並びに共有権者である乙の共有に係る知的財産

権（以下「共有に係る知的財産権」という。）を乙等に優先的に実施させようとして共有権者であ

る乙が甲に申し出たときは、乙等に限り、出願の日から 10 年を超えない範囲内において別途協議

した期間について当該共有に係る知的財産権を優先実施させることができる。 

２ 甲は、第１項の規定に基づき乙等に共有に係る知的財産権を優先的に実施させた場合において、

乙等が出願の日から１年を経過した後正当な理由なく実施しないときは、乙等以外の者に対し当

該権利の実施を許諾することができる。 

３ 甲は、第１項の規定に基づき、共有権者である乙の指定する者に共有に係る知的財産権を優先

的に実施させた場合において、当該権利を優先的に実施させたことが公共の利益を著しく損なう

と認められるときは、共有権者である乙の指定する者以外の者に対し当該権利の実施を許諾する

ことができる。 



４ 甲は、乙以外の者が共有に係る知的財産権を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと

認められるときは、共有権者である乙以外の者に対し当該権利の実施を許諾することができる。 

５ 甲は、第２項から第４項までの規定により共有に係る知的財産権の実施を許諾しようとすると

きは、単独で当該実施の許諾をすることができる。 

６ 第２項から第４項までの場合、甲は、事前に共有権者である乙にその旨書面にて通知するもの

とする。 

７ 共有権者である乙は、特許出願の日から 10 年が経過した時以降においては、甲が共有に係る知

的財産権の実施を許諾しようとする者に対する甲の実施許諾に同意するものとする。 

 

（国単独知的財産権の実施） 

第 15 条 甲は、研究成果に係る発明等につき甲に承継された知的財産権（前条に定めるものを除

く。以下「国単独知的財産権」という。）を乙が自ら優先的に実施しようとした場合又は乙の指定

する者に優先的に実施させようと申し出たときは、乙等に限り、出願の日から 10 年を超えない範

囲内において別途協議した期間について当該国単独知的財産権を優先実施させることができる。 

２ 甲は、前項の規定に基づき乙等に国単独知的財産権の優先的な実施を許諾した場合において、

乙等が出願の日から１年を経過した後正当な理由なく実施しないときは、乙等以外の者に対し当

該権利の実施を許諾することができる。 

３ 甲は、第１項の規定により乙等に国単独知的財産権の優先的な実施を許諾した場合において、

当該権利の優先的な実施の許諾が公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し

当該権利の実施を許諾することができる。 

４ 第２項及び前項の場合、甲は、事前に乙にその旨書面にて通知する。 

 

（既存特許権等の取扱い） 

第 16 条 甲及び乙が保有する既存知的財産権を使用して共同研究を実施したことに伴い研究成果

が発生した場合において、当該研究成果の共有者が当該既存知的財産権を使用しなければ当該研

究成果を実施できない場合、当該既存知的財産権の保有者は、当該研究成果の共有者が当該既存

知的財産権を実施することを承諾するものとする。ただし、その取扱いについては、構成員が別

途協議して定めるものとする。 

２ 前項において、既存知的財産権に専用実施権（仮専用実施権も含む）等の優先的な実施権が事

前に設定されている場合、又は既存知的財産権に他の共有権利者がいる場合は、当該構成員及び

関係機関で協議を行い、その取扱いを定めるものとする。 

 

（実施料） 

第 17 条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権を実施しようとするときは、別に実施契約で定める持

分に応じた実施料を、持ち分を有する他の構成員に支払わなければならない。 

２ 乙は、国単独知的財産権を実施しようとするときは、甲の許諾を得た後、別に実施契約で定め

る実施料を甲に支払わなければならない。 

３ 第１項及び前項については、特許法第６９条に掲げる試験又は研究のためにする特許発明の実

施には適用しない。 

４ 共有に係る知的財産権について、第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ、

甲及び乙に帰属するものとする。 

 

（特許料等） 

第 18 条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権の出願に関して必要となる経費について、協議のうえ

各々の負担額を決定し、共同出願契約書に定めるものとする。 

２ 甲及び乙は、共有権者のいずれかが、共同出願契約書に反して、知的財産権の出願に係る経費

の支払いをしないときは、当該共有権者が当該権利に係る自己の持分を放棄したものとみなすこ

とができる。 

 

（技術知識書の提出） 

第 19 条 甲が研究のため必要と認めるときは、乙に、共同研究の結果知り得た技術上の知識を書面

に記載したもの（以下「技術知識書」という。）を提出させることができる。 

 



（秘密の保持） 

第 20 条 甲及び乙は、共同研究に関連して知り得た他の構成員の技術上・経営上の情報であって、

当該構成員（以下「開示者」という。）により開示時に秘密である旨の表示が施された情報（第 19

条に規定する技術知識書を含む）又は、口頭により開示された場合は、開示者により甲又は乙に

開示した際に秘密情報である旨告知されたものであって、かつ、開示後３０日以内に開示した情

報を書面にて提示する情報（以下、「秘密情報」という。）については秘密保持義務を負い、これ

を共同研究遂行のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外の者に開示又は漏洩しないも

のとする。ただし、次の事項のいずれかに該当するものは秘密情報にあたらないものとする。 

一 開示者から知得する以前にすでに所有していたもの。 

二 開示者から知得する以前にすでに公知のもの。 

三 開示者から知得した後に、第 22 条にしたがって公表されたものその他自己の責に帰し得ない

理由により公知となったもの。 

四 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに取得したもの。 

五 開示者の秘密情報を使用することなく自ら開発又は取得したもの。 

六 書面により事前の開示者の同意を得たもの。 

２ 前項に関わらず、秘密情報の受領者は、法令に基づき第三者より開示を強制された場合は、当

該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求したうえで、当該秘

密情報を第三者に開示、提供できるものとする。ただし、当該開示された秘密情報は、当該開示

にかかわらず本協定の秘密情報として扱われるものとする。 

３ 甲及び乙は、他の構成員から開示された秘密情報を、共同研究の目的のためにのみ限定して使

用するものとし、その他の目的に使用しないものとする。 

 

（秘密資料の管理） 
第 21 条 甲及び乙は、前条において秘密情報の提供のために他の構成員から受領した資料（電子メ

ール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資
料」という。）を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せ
ず、また共同研究遂行のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外の者に閲覧等させない
ものとする。 

２ 甲及び乙は、必要な範囲で秘密資料を複製できるものとする。 
３ 甲及び乙は、共同研究終了後又は秘密資料を提供した構成員から要求があった場合には、共同

研究の目的で受領した秘密資料を当該構成員に返却、破棄又は消去するものとし、また前項に基

づき作成した複製物を破棄又は消去するものとする。 

 

（研究成果の公表等） 

第 22 条 甲及び乙は、実施期間中及び実施期間が終了した後において、研究成果を甲及び乙以外の

者に知らせようとするとき又は公表しようとするときは、事前に全ての他の構成員の書面による

同意を得るものとする。 

２ 第１項の同意を得なければならない期間は、甲乙協議して定めることができるものとする。 

 

（研究不正） 

第 23 条 甲及び乙は、実施期間中に不正行為の告発を受け付けた場合は、告発内容及び不正行為に

関する調査結果を、他の全ての構成員に速やかに報告するものとする。 

 

（紛争解決） 

第 24 条 甲及び乙は、必要があると認めるときは、当該構成員との間の紛争について民事訴訟法（明

治２３年法律第２９号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和２６年法律第２２２号）に基

づく調停の申立てを行うことができる。 
２ 本協定に関する一切の紛争（裁判所の調停手続きを含む）は、東京簡易裁判所又は東京地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（譲渡禁止） 

第 25 条 甲及び乙は、本協定に別途規定のない限り、本協定に基づく権利及び義務の全部又は一部

を、全ての他の構成員の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡し、又は担保に供



してはならない。 

 

（有効期間） 

第 26 条 本協定の有効期間は、第 3 条に規定する共同研究の実施期間と同一とする。 

２ 前項の規定に係らず、第 10 条から第 28 条までの規定は、対象事項がすべて消滅するまでその

効力を有する。 

 

（準拠法） 

第 27 条 本協定は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。 

 

（協 議） 

第 28 条 本協定で定めるもののほか、本協定について疑義が生じた場合、その他必要な事項につい

ては、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本協定書●通を作成し甲及び乙がそれぞれ１通を保管する。 

 

令和  年  月  日 

 

甲  茨城県つくば市旭１番地 

国 土 交 通 省 

国土技術政策総合研究所長 

佐 藤 寿 延 

 

乙  東京都中央区日本橋 3-15-8 アミノ酸会館ビル 3 階 

   一般社団法人日本鋼構造協会 

    会 長  緑 川 光 正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



実   施   計   画 

 

１. 研究項目 

研究の分担 

研究項目 

研究分担 年次計画 

国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所 

共同研究者 

R８ R９ 

指定 公募 

□
一
社
□ 

日
本
鋼
構
造
協
会 

条
件
①
③
④ 

条
件
②
③
④ 

（１）基準類や既

往研究の整理分析 

１）既往研究成果の収集分析 ○ ◎ ○ ○   

２）ステンレス鉄筋に関する国内外の技術基

準の整理分析 
○ ◎ － －   

３）技術的な課題の絞り込み ◎ ◎ ○ ○   

（２）適用実績及

び点検結果の分析 

１）適用実績の調査 ○ ◎ ○ ○   

２）道路構造物のコンクリート部材の点検結

果の分析 
◎ ○ ○ ○   

３）ステンレス鉄筋と普通鉄筋の併用で

LCC が優位となる部位の選定 
◎ ○ ○ ○   

（３）耐荷メカニ

ズム発揮のための

接合方法，構造細

目の検討 

１）絶縁方法や適切な継手方法に関する検討 ○ ◎ ○ －   

２）異種金属接触腐食に関する耐久試験 ○ ◎ ○ ○   

３）着目した併用構造に関する耐荷力実験及

び解析 
○ ◎ ○ －   

（４）基準・マニュ

アル案の作成 

１）耐荷力式 ◎ ○ ○ ○   

２）異種金属接触腐食対策・接合の仕様 ○ ◎ ○ ○   
 

 

 

 

 

 

 

 



２. 研究責任者及び参加する研究員  

所 属 名 氏     名 役    職    名 

甲 

国土交通省 

国土技術政策総合研究所 

 

 

 

白戸 真大 

横井 芳輝 

福原 将吾 

 

 

道路構造物研究部 橋梁研究室長 

道路構造物研究部 橋梁研究室主任研究官 

道路構造物研究部 橋梁研究室研究官 

 

乙１ 

一般社団法人 

日本鋼構造協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

乙▲ 

【公募機関】 

 

 

  

 

 

３. 実 施 場 所 

国土交通省国土技術政策総合研究所      茨城県つくば市旭１番地 

一般社団法人日本鋼構造協会           東京都中央区日本橋 3-15-8 

【公募機関】                          ●●●● 

 

 

 

４. 使用する主な施設及び機械器具 

所  属  名 主な施設及び機械器具 

 

甲 

国土交通省 

国土技術政策総合研究所 

 

 

乙１ 

一般社団法人 

日本鋼構造協会 

 

 

乙▲ 

【公募機関】 

 

 

 

 

 特に無し 

 

 

 

 

 特に無し 

 

 

 

 特に無し 

 


